
2023年１１月 ゴミ収集パイプライン利用者の会 会議内容（回覧用） 

 議題 説明内容 

１ 新しいパイプラ
インの運転方
法(11 月 9 日
～)について 

CO2削減に向けた取り組みの一環として、芦屋浜地区および南芦
屋浜地区におけるパイプラインのごみ吸引運転時間の変更についてご
案内申し上げます。 

CO2削減のための第２弾のパイプライン運転について、芦屋浜地区
では朝の赤ランプが多く発生し、ごみを捨てることができないことや置き
去りにしてカラスの被害が出るなど問題が発生していました。この解決の
ため、ワーキング・グループにて検討を重ねた結果、以下のような運転時
間の変更を実施いたします。 

⚫ 平日（月曜日～金曜日）のごみ吸引運転 

(ア) 1回目：毎朝 5時 30分から芦屋浜地区の全ての投入口でご
み吸引を開始し、7時までには終了します。南芦屋浜地区は
8時 30分頃から満杯の投入口のみ吸引を行います。 

(イ) 2回目：午後 3時頃から芦屋浜・南芦屋浜地区の満杯（赤ラ
ンプ）の投入口のみごみ吸引を行います。 

⚫ 土曜日のごみ吸引運転 

(ウ) 午後 2時 20分から芦屋浜・南芦屋浜地区の全ての投入口
でごみ吸引を行います。 

⚫ 上記運転により 

(ア) 芦屋浜地区では、毎朝ごみを投入できるようになります。特に朝
の時間帯にごみをすてることをお勧めします。 

(イ) 土曜日午後 2時 20分から、芦屋浜・南芦屋浜地区の全ての
投入口でごみの吸引を行います。これにより、土曜日の午後か
ら日曜日にかけてのごみ投入が可能です。 

 

現在は試用期間であり、データ収集とワーキング・グループによるさらな
る検討を行います。CO2 削減のために皆様のご協力とご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。 

２ 利用者の会
発行の年次
報告 2023
（案）の検討 

年次報告書は、皆様に当パイプラインの現
状を詳しく知っていただくために来年１月に発行
します。具体的には、 

(ア) 私たちは、条例で定められた期間を維
持するために、パイプライン施設を適切
に利用し、マナー違反を防ぐために皆様
のご理解と協力が必要です。多くの写
真などを利用して説明しています。 

(イ) 気候変動に私たちができることは何かと
いう視点で、環境保護の一環として、
CO2削減に向けた取り組みについて述
べています。CO2 削減と利便性のバランスを保ちながら、共に未
来に向かって前進するお手伝いができれば幸いと考えています。 



 


